
第３４回 真室川町農業委員会総会議事録（事務局備忘録） 

 

１．日  時 令和５年３月２３日（木） 午前８時５５分～９時４０分 

 

２．場  所 真室川町役場 ３階会議室３０１・３０２ 

 

３．議  事  

     

    ・報告第４３号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

    ・議案第８３号 農地法第３条の規定による決定について 

    ・議案第８４号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の修正について 

    ・議案第８５号 令和４年度農業委員会活動の点検・評価並びに令和５年度の 

            目標及びその達成に向けた活動計画について 

    ・議案第８６号 農業委員会事務局職員の任免について 

 

                                                 

４．出席者等（敬称略） 

  

（１）出席委員 

髙 橋 清 美 梁 瀬 裕 藤 山 梅 子 庄 司 稔 

髙橋慎知子 五十嵐三紀夫 川 又 義 弘 沼 澤 一 夫 

小 松 栄 富    

 

（２）欠席委員 

    

  

（３）傍聴農地利用最適化推進委員 

新 田 祥 子 佐 藤 保 佐 藤 利 行 

   

 

（４）事務局出席者 

 

 

５．議事録署名委員 

藤 山 梅 子 小 松 栄 富 

 

事務局長 斉 藤 克 智 

事務局長補佐 木 戸 太 一 

事務局主事 荒 川 大 夢 

事務局主事補 池 田 梨 央 
会計年度任用職員 早 坂 淳 美 



 

会  長 

 

 

事務局長 

 

会  長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

会    長 

 

２番委員 

 

 

事務局長 

 

 

 

２番委員 

 

会  長 

 

各 委 員 

 

会  長 

 

 

 

事務局長 

 

会  長 

 

 

 それでは早速総会のほうに入らせていただきます。３番の事務報告を

お願いいたします。 

 

【事務局報告】 

 

はい。続きまして４番の議事録署名委員は、３番委員と９番委員にお

願いいたします。 

それではさっそく議事の方に入らせていただきます。 

報告第４３号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」説

明をお願いします。 

 

【事務局説明】 

 

ただいま説明していただきましたけれども、何か質問はありませんか。 

 

受付番号３６番についてお聞きしたいのですが、解約前は●●さんが

耕作していたのでしょうか。 

 

実際はまた貸し状態で、正しい状態に戻すということであります。ま

た西内山に関しては誰も耕作しておらず、ひどく荒れている状態という

ことで今後非農地にするということであります。 

 

わかりました。 

 

ほかにありませんか 

 

ありません。 

 

ないようですので、報告第４３号は決定させていただきます。 

つづきまして、議案第８３号「農地法第３条の規定による決定につい

て」説明をお願いします。 

 

【事務局説明】 

 

ただいま説明していただきましたけれども、何か質問はありませんか。 

 



 

各 委 員 

 

会  長 

 

 

 

事務局長 

 

会  長 

 

２番委員 

 

 

事務局長 

 

 

 

２番委員 

 

会  長 

 

７番委員 

 

 

事務局長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

ありません。 

 

ないようですので議案第８３号は決定させていただきます。 

つづきまして、議案第８４号「農地等の利用の最適化の推進に関する

指針の修正について」説明をお願いします。 

 

【事務局説明】 

 

ただいま説明していただきましたけれども、何か質問はありませんか。 

 

９ページ目より集積率が７３％とありますが、そんなにあるのでしょ

うか。 

 

担い手への集積率が７３％ということです。担い手の範囲がとても広

く、認定農業者のほか、認定農業者を更新されなかった方も含まれてい

るため、この数字となっております。 

 

わかりました。 

 

ほかにありませんか。 

 

基盤整備における担い手への集積率も今は８０％ですが、今後変わっ

てくるのでしょうか。 

 

基盤整備における集積率の目安として７５・８０・８５・９０％とあ

り、それによって戻ってくる金額も異なります。当町では地元の負担を

７．５％にしているため、集積率を７５％以上にすると地元負担金が返

ってきます。ただ７５％が最低ラインであるため、ギリギリだと万が一

集積率が下がってしまったときに困るので８０％というボーダーライン

を設けております。町や県の持ち出し分が少ないところでは８５％や９

０％と、当町よりさらに高い集積率を求められるところもあります。国

の基盤整備における集積率の目安としてはすでに８０％以上の数字も設

定が可能であるということを報告いたします。 

 

いかに担い手に集積させるかということだと思いますので。 

 



 

７番委員 

 

会  長 

 

推進委員 

 

 

 

事務局主事 

 

 

 

 

推進委員 

 

会  長 

 

各 委 員 

 

会  長 

 

 

 

 

事務局長 

 

会  長 

 

 

２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

わかりました。 

 

ほかにありませんか。 

 

９ページの表にあります、基本構想水準到達者についてですが、その

水準や該当者は公表されているのでしょうか。されているとすれば何で

閲覧することが可能ですか。 

 

まず、基本構想水準到達者についてですが、更新されなかった元・認

定農業者の方や、認定農業者にはなっていないけれど、それと同じくら

いの経営規模の農家さんが該当します。また特に基準や該当者等は公表

しておりません。 

 

わかりました。 

 

ほかにありませんか。 

 

ありません。 

 

ないようですので、議案第８４号は決定させていただきます。 

 つづきまして、議案第８５号「令和４年度農業委員会活動の点検・評

価並びに令和５年度の目標及びその達成に向けた活動計画について」説

明をお願いします。 

 

【事務局説明】 

 

はい。議案第８５号について説明していただきましたけれども、何か

質問はありませんか。 

 

農業委員と推進委員の定数について、推進委員を減らして農業委員を

増やすということはできないのですか。推進委員の方から、その役職に

ついて様々なご意見をいただきましたが、総会への隔月の参会や、オブ

ザーバーとしての参会ということで発言権がないなど、その役職の意味

や必要性について問われる声が多かったように思います。そうであれば

今後推進委員をなくして、農業委員として活躍していただいてもいいの

ではないでしょうか。 



 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２番委員 

 

会  長 

 

各 委 員 

 

会  長 

 

 

 

事務局長 

 

会  長 

 

 

各 委 員 

 

会  長 

 

各委員の定数や報酬につきましては、条例改正等がありますので、今々

というのは難しいですが、実情に応じて変えていけるところは変えてい

かなければと思っております。 

推進委員のあり方につきましては、国の考え方と当町での実態とで必

ずしもイコールというわけではなく、また各自治体によってもまちまち

であるということから、今後近隣市町村の実態等も参考にさせていただ

きながら、次期以降の農業委員会で検討していくしかないのかと思いま

す。事務局としても今後に向け勉強していきたいと思っておりますが、

いずれにせよ条例を変えるとなれば町議会での承認が必要でありますの

で、簡単に数や金額を増減できるものではないということを申し上げま

す。 

 

わかりました。 

 

 ほかにありませんか。 

 

 ありません。 

 

ないようですので、議案第８５号は決定させていただきます。 

つづきまして、議案第８６号「農業委員会事務局職員の任免について」

説明をお願いします。 

 

【事務局説明】 

 

はい。議案第８６号について説明していただきましたけれども、私に

一任していただいてよろしいでしょうか。 

 

おねがいします。 

 

わかりました。では議案第８６号は決定させていただきます。 

これで第３４回総会を終了します。どうもご苦労様でした。 

 

 



議 事 録 署 名 人 

 

 

 

 

会長                        印 

 

 

 

 

委員                        印 

 

 

 

 

委員                        印 

 


